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平成１９年度第２回芦屋すこやか長寿プラン２１評価委員会 会議録 

 

日  時 平成２０年３月２１日（金） 13：30～15：30 

会  場 北館２階会議室３ 

出 席 者 委 員 長 浅野 仁 

委  員 関委員，藤原委員，中條委員，三上委員，柴沼委員，久保崎委員，

瀬尾委員，平馬委員，佐治委員，安宅委員，藤田委員，浅原委員 

事 務 局 芦屋市保健福祉部高年福祉課 

             健康課 

会議の公表  

   ■ 公 開       □ 非公開       □ 部分公開 

 

＜非公開・部分公開とした場合の理由＞ 

 

 

傍聴者数         １人 

 

１ 議題 

(1)高齢者施策における主要課題の現状と取り組みについて 

(2)介護保険事業の現状と課題について 

(3)保健サービスにおける主要課題の現状と取り組みについて 

 

２ 審議内容 

(1)高齢者施策における主要課題の現状と取り組みについて 

 

（事務局）総合的な介護予防事業，地域におけるケアの推進状況及び積極的な社会参加の

推進状況について事務局より説明 

（委 員）すこやか教室の参加者について，家庭状況（独居，家族と同居等）の統計をと

っていますか。 

（事務局）家庭状況としての統計は取っておりません。 

（委 員）家庭状況によって，参加できるか否か大きな影響があると思うので，今後は家

庭状況も反映できるよう検討してください。 

（委員長）特定高齢者の経過について，数値的には行政の取り組みの効果があまり表れて

いないが，平成１９年度を累積したデータが出てくれば，より正確な評価が出

来ると思います。 

（事務局）まだ１年間のデータを基に２年目の経過を追っているところで，根拠を持って

提案が出来ないという状況にありますので，実情から読み取れることを資料に

示しております。今後も経過を追っていく予定にしています。 

（委員長）当然加齢とともに，自然に能力が低下していくことも考えられるので，介護予

防事業の取り組みの効果がなかったといえるかどうか判断が難しいと思います。 

（委 員）生きがい活動通所支援事業について，元気な方と送迎付のデイサービス利用者

の中間に位置する方が参加されているように感じます。 

たとえメンバーが固定していたとしても，参加者がグルーピングしている雰囲
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気はありませんので，新規利用者が入っても溶け込める環境が整っており，利

用者が固定していることにマイナスなイメージは持っておりません。 

また，体力のある方はクロリティ等に参加したり，そうでない方は手作業の時

に参加されたり，毎月違うことを行って，利用者が上手に使い分けをしている

のが実情です。 

 

（委員長）高齢者の虐待通報について，具体的にどのように対応しているのですか。 

（事務局）権利擁護総合相談を毎月行っております。高齢者生活支援センターやケアマネ

ジャーを通じての相談がほとんどで，直接市民から通報があって対応するケー

スは少ないです。 

行政のケースワーカーと基幹型の職員が連携をとりながら，緊急性の見極めの

判断を行っております。また権利擁護委員会の中で虐待ケースのモニタリング

の状況の把握や対応の方法，手段等を検討しております。 

 

(2)介護保険事業の現状と課題について 

 

（事務局）保険給付の状況，要介護認定の状況，地域密着サービスの整備状況，介護給付

適正化の取り組み及び芦屋市介護サービス事業者連絡会の発足について事務局

より説明。 

（委 員）認定調査について，利用者の本当の姿や状態を知った上で判断していただきた

いと思っています。調査員の資格や経験，調査時の同行はどのような配慮をし

ているのですか。 

（事務局）市の４名の調査員のうち，３名はケアマネジャーの資格を持っています。また

全員が福祉施設での介護職や相談員等の経験を積んだ職員を採用しております。 

更新時に調査員が伺うにあたり，不安がられる利用者もおられますので，高齢

者生活支援センターの担当者等の同行の申し出があれば，同席をお願いしてい

ます。 

調査員は客観的に調査を行いますが，約１時間の調査では把握出来ない事項は

あると思います。その時は家族や普段の状況を知っている方から連絡をいただ

いたり，また逆に調査員から聞かせていただくことも多くあります。そういう

形でなるべく正しい状態を把握するための努力をしています。 

（委 員）調査は１回限りですか，それとも複数回行いますか。 

（事務局）基本的には１回です。 

（委 員）例えば初期の認知症の方は，症状に波があり，１日あるいは１週間単位で症状

が変わる場合があります。そういう時は認定調査時にどういう対応をしていま

すか。 

（事務局）認知症に限らず，日内変動がある方については，特記事項の記載について介護

認定審査会の中に諮って補填しています。主治医もよく把握しておられる場合

も多く，意見書の中にも記載されておりますので，それを基に審査会の委員の

皆様が判断ただいているものと思っております。 

（委 員）医者の意見書だけでなく，調査時に日内変動をカバーできるようなシステムを

考えないといけないと感じております。 

 

(3)保健サービスにおける主要課題の現状と取り組みについて 
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（事務局）保健サービスの推進，平成 20 年度以降の取り組みについて事務局より説明。 

 

以 上 


